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お
知
ら
せ

職
員
採
用
試
験
の
実
施

　

市
で
は
、
平
成
22
年
度
職
員

採
用
試
験
（
平
成
23
年
４
月
１

日
採
用
）
を
９
月
中
旬
に
実
施

す
る
予
定
で
す
。

　

採
用
人
数
や
採
用
職
種
、
受

験
資
格
な
ど
に
つ
い
て
は
、
７

月
13
日
発
行
の
広
報
か
の
や
及

び
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
お
知
ら

せ
す
る
予
定
で
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】

市
総
務
課
（
３
階
）

　

☎
０
９
９
４ｰ

31ｰ

１
１
２
７

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を

ご
活
用
く
だ
さ
い

　

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
と

は
、
先
発
医
薬
品
の
特
許
満
了

後
に
、
有
効
成
分
、
分
量
、
用

法
、
用
量
、
効
能
及
び
効
果
が

同
じ
医
薬
品
と
し
て
新
た
に
申

請
さ
れ
、
製
造
・
販
売
さ
れ
る

安
価
な
医
薬
品
で
す
。

　

そ
の
た
め
、
被
保
険
者
本
人

の
医
療
機
関
等
の
窓
口
で
の
自

己
負
担
額
が
軽
減
さ
れ
、
ま
た

医
療
費
適
正
化
に
も
つ
な
が
り

ま
す
。

　

処
方
を
受
け
る
に
は
、
医
師

又
は
薬
剤
師
に
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク

医
薬
品
希
望
カ
ー
ド
を
提
示
す

る
、
又
は
カ
ー
ド
が
な
く
て
も

口
頭
で
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品

を
希
望
す
る
こ
と
を
伝
え
て
い

た
だ
く
だ
け
で
す
。

　

ぜ
ひ
、
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬

品
を
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

※
す
べ
て
の
先
発
医
薬
品
に
対

し
て
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品

が
あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。

※
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者

に
は
、
６
月
ま
で
に
ジ
ェ
ネ

リ
ッ
ク
医
薬
品
希
望
カ
ー
ド

を
送
付
す
る
予
定
で
す
。
ま

た
、
ご
家
族
が
遠
方
に
い
る

場
合
な
ど
、
カ
ー
ド
が
複
数

枚
必
要
な
場
合
に
は
、
市
健

康
保
険
課
又
は
各
総
合
支
所

市
民
生
活
課
で
配
布
し
ま

す
。

【
問
い
合
わ
せ
】

市
健
康
保
険
課

（
１
階
⑥
番
窓
口
）

☎
０
９
９
４ｰ

43ｰ

２
１
１
１

内
線
３
１
６
０

倒
産
や
解
雇
に
よ
る
失
業

者
の
国
民
健
康
保
険
税
の

軽
減
措
置
の
お
知
ら
せ

　

倒
産
や
解
雇
に
よ
る
失
業
者

は
、
離
職
の
翌
日
か
ら
翌
年
度

末
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
、
申

請
に
よ
り
国
民
健
康
保
険
税
が

軽
減
さ
れ
ま
す
。

●
対
象
者
＝
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で

交
付
さ
れ
る
雇
用
保
険
受
給

資
格
者
証
の
離
職
理
由
欄
に

次
の
数
字
の
記
載
の
あ
る
人

○
11
・
12
・
21
・
22
・
23
・

31
・
32
・
33
・
34

※
平
成
21
年
３
月
31
日
〜
平
成

22
年
３
月
30
日
ま
で
に
離
職

し
た
人
は
、
平
成
22
年
度
に

限
り
国
民
健
康
保
険
税
が
軽

減
さ
れ
ま
す
。

※
詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
】

市
健
康
保
険
課

（
１
階
⑥
番
窓
口
）

　

☎
０
９
９
４ｰ
43ｰ

２
１
１
１

　

内
線
３
１
６
２

禁
煙
週
間

　

厚
生
労
働
省
で
は
、
喫
煙
し

な
い
こ
と
が
一
般
的
な
社
会
習

慣
と
な
る
こ
と
を
目
指
し
、
世

界
禁
煙
デ
ー
（
５
月
31
日
）
か

ら
始
ま
る
１
週
間
（
５
月
31
日

〜
６
月
６
日
）
を
「
禁
煙
週
間
」

と
定
め
、
様
々
な
取
り
組
み
を

行
っ
て
い
ま
す
。
市
で
も
そ
の

一
環
で
、
未
成
年
者
の
喫
煙
防

止
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

皆
さ
ん
も
、
た
ば
こ
が
健
康

に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
考
え

て
み
ま
し
ょ
う
。

た
ば
こ
に
関
す
る
ぼ
く
た
ち
・

わ
た
し
た
ち
か
ら
の
Ｓ
Ｏ
Ｓ

①
目
の
前
で
た
ば
こ
を
（
Ｓ
）

吸
わ
な
い
で

②
目
の
前
に
た
ば
こ
を
（
Ｏ
）

置
か
な
い
で

③
た
ば
こ
を
（
Ｓ
）
吸
わ
せ
な

い
で

【
問
い
合
わ
せ
】

　

市
健
康
増
進
課

　

☎
０
９
９
４ｰ

41ｰ

２
１
１
０

５
月
は
水
防
月
間

　

こ
れ
か
ら
梅
雨
や
台
風
な
ど

雨
量
の
多
く
な
る
時
期
を
迎
え

ま
す
が
、
大
雨
や
洪
水
な
ど
の

水
害
か
ら
身
を
守
る
に
は
、
一

人
ひ
と
り
が
水
防
に
つ
い
て
関

心
を
持
ち
、
非
常
時
に
備
え
て

日
頃
か
ら
準
備
し
て
い
る
こ
と

が
大
切
で
す
。

　

市
で
は
、
災
害
に
備
え
学
校

や
公
民
館
な
ど
の
施
設
を
避
難

所
に
指
定
し
て
い
ま
す
。
皆
さ

ん
も
、
避
難
所
の
場
所
を
問
い

合
わ
せ
い
た
だ
く
か
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
確
認
し
、避
難
経
路
・

家
族
と
の
連
絡
方
法
に
つ
い
て

も
確
認
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

【
問
い
合
わ
せ
】

　

市
総
務
課
（
３
階
）

　

☎
０
９
９
４ｰ

31ｰ

１
１
２
４

第
52
回
水
道
週
間

　
「
水
道
に 

寄
せ
る
信
頼 

飲

む
安
心
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
、

６
月
１
日
（
火
）
〜
７
日
（
月
）

は
第
52
回
水
道
週
間
で
す
。

　

市
で
は
、「
安
全
・
安
定
給
水
」

に
努
め
、
災
害
に
強
い
水
道
づ

く
り
を
目
指
し
て
い
ま
す
。
皆

さ
ん
も
こ
の
機
会
に
、
毎
日
の

生
活
に
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な

い
水
道
の
大
切
さ
を
見
直
し
、

水
道
水
源
の
「
水
質
保
全
」
に
、

よ
り
一
層
の
ご
理
解
と
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】

　

市
上
下
水
道
部
業
務
課

    

☎
０
９
９
４ｰ

43ｰ

２
８
０
０

　しつけと称して繰り返される虐待で、幼い命が奪われる痛ましい事件が後を絶ちません。
　また、児童虐待の相談や育児不安による子育て相談も増加しています。
　「虐待では」と感じたときは相談してください。
　仮に虐待の事実が無くても相談者の秘密は固く守られます。
　児童虐待は、次の４つに分類されます。

【問い合わせ・相談先】　市子育て支援課（１階⑱番窓口）　☎ 0994-43-2111　内線 3186
【問い合わせ・応募先】鹿屋市大手町１番１号リナシティかのや３階

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＮＰＯ法人かのや健康・スポーツクラブ　☎ 0994-41-9903　

バドミントン・ヨガ・ナイターテニスの参加者を募集バドミントン・ヨガ・ナイターテニスの参加者を募集

オレンジリボン
児童虐待防止のため
のシンボルマーク

●ネグレクト（育児放棄）

　　登校・登園をさせない、病気になっても病
院に連れていかない、乳幼児を残したまま
度々外出する、食事を食べさせない、衣服な
ど長期間不衛生なままにしておく　など

●心理的虐待

　　言葉で脅したり強迫したりする、無視をす
る、拒否的な態度をとる、子どもの自尊心が
傷つくようなことを繰り返し言う　など

●身体的虐待

　　殴る、蹴る、投げ落とす、
　激しく揺さぶる、溺れさせ
　る、戸外に閉め出す　など

●性的虐待

　　子どもへの性交、性的暴力、
　性行為の強要、子どもに性器
　・性交・ポルノビデオなどを
　見せる 　など

「児童虐待」に気付いたら相談してください「児童虐待」に気付いたら相談してください

●日時　
○初級コース＝毎週土曜日の
　9時 ～ 10 時 30分
○中級コース＝毎週土曜日の　
　10時 30分～ 12時
●場所　
　リナシティかのや 3階
●対象者　
　学生を除く 18歳以上の人
※クラブへの入会が必要です。
●参加費　
　月額 1,000 円
●準備する物
　ラケット、バドミントン　　
　シューズ、タオル、飲み物
●応募期限
　随時受付

バドミントン ヨ　ガ
●日時　
　毎週火曜日の
　19時～ 20時 30分
●場所　
　市武道館
●対象者　
　学生を除く 18歳以上の人
※クラブへの入会が必要です。
●参加費　
　月額 1,000 円
●準備する物　
　ヨガマット、上履き、タオル、
　飲み物
●応募期限　
　随時受付

ナイターテニス
●日時
○初級コース＝毎週月曜日の
　19時 30分～ 21時 30分
○中級コース＝毎週火曜日の
　19時 30分～ 21時 30分
●場所　
　市中央公園テニスコート
●対象者　
　学生を除く 18歳以上の人
※クラブへの入会が必要です。
●参加費　
　月額 2,000 円
●準備する物
　ラケット、テニスシューズ、
　タオル、飲み物
●応募期限
　随時受付
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